
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カタログ注文型 一般形

簡易で即効性が

ある省力化投資
投資内容

オーダーメイド性

のある多様な省力

化投資

カタログに掲載

された

省力化効果のあ

る汎用製品

補助対象

個別現場の設備や

事業内容に合わせ

た設備導入・シス

テム構築

最大1500万円 補助上限 最大1億円R7-No,14 2025.10.16

FURUKAWA Town Society of Commerce and Industry Information

この通信により、会員の皆さまに役立つ情報をスピーディーにお届けしてまいります。 
また皆さまからの情報提供もお待ちしています。 
 

-古川町商工会- 
〒509-4221 飛騨市古川町若宮2-1-66 
TEL（0577）73-2624/FAX（0577）73-6123 

職員のひとりごと 
我が家には 94 歳の認知症の祖父がおり、私の母が面

倒を見ています。しかし、母は 11 月まで富山の病院に
入院することになりました。幸い 10/15 から祖父は 3
か月間施設に入所する予定でしたので、入所手続きや準
備だけで日常のお世話はしなくてよいのですが、入所準
備のために祖父の服がどこにあるのか探すだけでも一苦
労です。叔母も仕事があるなか、岐阜から泊りで助けに
来てくれました。職場の皆様にもご理解・ご協力いただ
いて、色々な方に感謝する日々です。    （M.Y） 

「価格交渉促進月間」フォローア

ップ調査への御協力のお願い 

【フォローアップ調査への御協力のお願い】 

  10 月現在、価格交渉・価格転嫁の実施状況の把握を目

的として、価格交渉促進月間フォローアップ調査が実施

されております。下記のおハガキが届いた事業者様に

は、お手数ですが、アンケートの回答にご協力いただき

ますよう、お願いいたします。 

 【回答期日】令和7 年11 月7 日（金）まで 

 【回答方法】はがき内のURL からWEB 回答 

   

岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金 
 地域の活性化の推進を図るため、基金「岐阜県地域活

性化ファンド」の運用益で、中小企業者等が行う新商品

開発・新技術開発及びその新商品・新技術の販売力強化

の新たな取り組みに対し、助成を行います。 

【助成対象事業】 

①新たな地場産品・高付加価値化商品の開発事業、新商

品開発、新技術開発及びその新商品・新技術の販売力

強化に新たに取り組む事業で、中小企業者等が作成し

た計画（2～5 年程度の計画）に基づく事業。（新商品・

新技術開発のみの場合は1～2 年の計画） 

②地域団体商標制度を活用した新商品・新技術開発、販

売力強化に取り組む事業。 

※新商品・新技術の開発を必ず行ってください。展示

会出展のみの事業は対象外です。 

（注）実績報告書の提出が完了するまで販売できません 

（応募要件） 

①単に従来製品の素材やデザイン変更にとどまら

ないこと 

②当該事業者により新商品・新技術の開発が行わ

れること 

③助成対象経費の6 割以上を他へ委託しないこと 

【助 成 率】1/2 以内 

【助成限度額】上限200 万円、下限50 万円 

【募集期間】 

申請書提出の2 週間前までに事務局職員による事 

前確認を受けるようお願いいたします。 

事前確認期間：11 月14 日（金）まで 

申請受付期間：11 月28 日（金）17 時書類必着 

【対象事業者と申請スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な審査ステップ】 

①形式要件の確認 

 申請資格を満たしているか、申請書類に不備がないかを 

事前に審査を行う（申請書等をメールで送付）。 

②審査委員会による本審査 

 審査委員会が事業計画と申請者によるプレゼンテーショ 

ンの内容を精査する。 

※令和8 年1 月20 日PM、岐阜県産業経済振興センタ

ーにて開催予定 

③現地調査の実施 

 審査過程で必要と判断された場合現地確認させていただ 

くことがございます。 

【問合せ】 

岐阜県産業経済振興センター経営支援部 取引推進課 

資金支援担当 TEL： 058－277－1083 

 E-Mail：fund-k@gpc-gifu.or.jp 

HP：https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/ 

 

アンケートの回答のお手伝いを

させていただきますので、お気

軽に商工会にご連絡ください。 

 


